
本日の説明項目

１ 地域医療構想の概要
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３ 道の取組
（１）北海道における地域医療構想の推進体制について
（２）地域医療構想の実現に向けた基本的な考え方
（３）地域医療構想に係る令和４年度の取組方針
（４）北海道におけるこれまでの取組状況
（５）北海道における調整会議の運営等の方針
（６）北海道における調整会議の活性化に向けた方策
（７）地域医療構想の推進に向けた意向調査
（８）地域医療構想アドバイザー

２ 地域医療構想等に関する国の動き
（１）地域医療構想等に関する国の動き
（２）医療提供体制に関する今後のスケジュール
（３）経済財政運営の基本方針2022
（４）新経済・財政再生計画改革行程表2021
（４）地域医療構想の進め方について
（５）重点支援区域の概要
（６）「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」について
（７）紹介受診重点医療機関について

４ 道の各種支援事業

５ 具体的な取組事例

６ 医師の働き方改革について



地域医療構想等に関する国の動き

○令和３年５月２８日 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療
法等の一部を改正する法律公布

新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確保に関する事項の医療計画への位置付け

〇令和３年６月18日・8月6日 第1～2回第8次医療計画等に関する検討会（厚労省）
第１回 第8次医療計画の策定に向けた議論を開始
第２回 第8次医療計画の策定に向け、新興感染症等対応に関する検討の進め方、救急・災害医療提供体制に関す

るワーキンググループの開催について協議

〇令和３年７月２９日 第1回地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ（厚労省）
第8次医療計画の策定に向け、地域医療構想及び医師確保計画の推進に向けた議論を開始

〇令和３年８月６日 第２回第8次医療計画等に関する検討会（厚労省）

○令和３年10月13日～11月11日 第3回～5回第8次医療計画等に関する検討会（厚労省）
第８次医療計画の策定に向けた検討を進めるに当たり、医療現場・自治体等の関係者から、「今般の新型コロナウ
イルス感染症対応における取組状況」、「今後の新興感染症等対応に向けた課題等」についてヒアリングを実施

○令和3年12月3日 第2回地域医療構想及び医師確保に関するワーキンググループ（厚労省）
地域医療構想に関する地域の検討・取組状況について報告、新潟県、広島県からの事例発表

〇令和３年12月10日 地域医療確保に関する国と地方の協議の場（総務省・厚労省）
各都道府県において第8次医療計画（2024年度～2029年度）の策定作業が2023年度までにかけて進められること
となるため、その作業と併せて、2022年度及び2023年度において、地域医療構想に係る民間医療機関も含めた各
医療機関の対応方針の策定や検証・見直しを求め、検討状況については、定期的に公表を求める。
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○令和3年10月6日～12月15日 第1～5回持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営
強に関する検討会（総務省）

「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」の方向性について中間まとめを行
い、令和3年度末までに公立病院の経営強化に向けた新たなガイドラインを策定の方向で検討

〇令和３年12月23日 経済財政諮問会議 新経済・財政再生計画改革工程表2021
各都道府県において第8次医療計画（2024年度～2029年度）の策定作業が2023年度までにかけて進められることと

なるため、その作業と併せて、2022年度及び2023年度において、地域医療構想に係る民間医療機関も含めた各医療機
関の対応方針の策定や検証・見直しを求め、検討状況については、定期的に公表を求める。

○令和3年12月23日 第6回第8次医療計画等に関する検討会（厚労省）

外来機能報告等に関する報告書の報告

○令和４年３月４日 第７回第8次医療計画等に関する検討会（厚労省）
地域医療構想等の検討・取組の進め方

○令和４年３月24日 「地域医療構想の進め方について」（厚労省医政局長通知）
地域医療構想を進める際の追加的な留意事項に関する通知

○令和４年３月29日 「公立病院経営強化の推進について」（総務省自治財政局長通知）
「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」の発出

○令和４年５月25日 第８回第８次医療計画等に関する検討会（厚労省）
医療圏、基準病床数、指標について

地域医療構想等に関する国の動き
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○令和４年６月１5日 第９回第８次医療計画等に関する検討会（厚労省）
外来医療の提供体制について（人材配置、医療機器の効率的な活用について、１巡目の議論）

○令和４年６月１5日 第５回地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ（厚労省）
医師少数区域・医師少数スポット、医師の確保の方針及び目標医師数について

○令和４年６月１5日 第５回救急・災害医療提供体制等に関するワーキンググループ（厚労省）
第８次医療計画策定に向けた救急医療について

地域医療構想等に関する国の動き
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医療提供体制に係る今後のスケジュール
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令和４年５月25日
第８回第８次医療計画等に
関する検討会資料抜粋



経済財政運営と改革の基本方針2022
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○ 令和４年６月７日、「経済財政運営と改革の基本方針2022 新しい資本主義へ～課題解決を成長のエンジンに変え、
持続可能な経済を実現～」（骨太方針2022）が経済財政諮問会議での答申を経て、閣議決定。

また、医療・介護提供体制などの社会保障制度基盤の強化について、今後の医療ニーズ
や人口動態の変化、コロナ禍で顕在化した課題を踏まえ、質の高い医療を効率的に提供で
きる体制を構築するため、機能分化と連携を一層重視した医療・介護提供体制等の国民目
線での改革を進めることとし、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を行うとともに、
地域医療連携推進法人の有効活用や都道府県の責務の明確化等に関し必要な法制上の措置
を含め地域医療構想を推進する。あわせて、医師の働き方改革の円滑な施行に向けた取組
を進める。その他基盤強化に向けて、医療費適正化計画の在り方の見直しや都道府県のガ
バナンスの強化など関連する医療保険制度改革とあわせて、これまでの骨太方針2021等に
沿って着実に進める。
これらの取組について、今後、生産年齢人口が急速に減少していく中、高齢者人口が

ピークを迎えて減少に転ずる2040年頃を視野に入れつつ、コロナ禍で顕在化した課題を含
め、2023年、2024年を見据えた短期的課題及び中長期的な課題を全世代型社会保障構築
会議において整理し、中長期的な改革事項を工程化した上で、政府全体として取組を進め
る。

経済財政運営と改革の基本方針2022
第４章 中長期の経済財政運営
２ 持続可能な社会保障制度の構築 P31 抜粋



新経済・財政再生計画改革行程表2021
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○ 経済財政運営と改革の基本方針2021（令和３年６月18日閣議決定）を踏まえ、各施策の改革工程を具体化したもの。

新経済・財政再生計画改革行程表2021（一部抜粋）

工程（取組・所管府省、実施時期） 22 23 24

30 地域医療構想の実現、大都市や地方での医療・介護提供に係る広域化等の地域間連携の促進
a 第８次医療計画（2024年度～2029年度）における記載事項追加（新興感染症等対応）等に向けて、
検討状況を適時・適切に各自治体と共有しつつ、「基本方針」や「医療計画作成指針」の見直しを
行う。
中長期的な人口構造の変化に対応するための地域医療構想については、その基本的な枠組み（病

床必要量の推計など）を維持しつつ、着実に取組を進めていく。
b 各都道府県において第８次医療計画（2024年度～2029年度）の策定作業が2023年度までかけて
進められることとなるため、その作業と併せて、2022年度及び2023年度において、地域医療構想に
係る民間医療機関も含めた各医療機関の対応方針の策定や検証・見直しを求める。また、検討状況
については、定期的に公表を求める。
各地域における検討状況を適時・適切に把握しつつ、自主的に検討・取組を進めている医療機関

や地域については、その検討・取組を「重点支援区域」や「病床機能再編支援制度」等により支援
する。

c 都道府県が運営する地域医療構想調整会議における協議の促進を図る環境整備として、広く地域
の医療関係者等が地域医療構想の実現に向けて取り組むことができるよう、議論の促進に必要と考
えられる情報・データの利活用の在り方、地域医療構想調整会議等における議論の状況の「見える
化」やフォローアップの在り方等について、法制上の位置づけも含め、自治体と丁寧に検討の上、
地域医療構想を着実に進めるために必要な措置を講ずる。

d     地域医療構想の議論の進捗状況を踏まえつつ、各都道府県において、第８次医療計画を策定する。
e 介護療養病床について、2023年度末の廃止期限に向け、2021年度介護報酬改定における移行計画
を提出していない場合の減算の設定等や予算事業等による移行支援を組み合わせた取組を行う。



11

「地域医療構想の進め方について」（令和4年3月24日付け厚生労働省医政局長通知）

○国では、これまで発出した通知等に基づき地域医療構想の進め方を示してきた。
・「地域医療構想の進め方について」（平成30年２月７日医政地発0207第1号厚生労働省地域医療計画課長通知）
・「公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等について」（令和２年１月17日医政発0117第４号厚生労働省医

政局長通知） など
○これらの通知の内容を基本としつつ、地域医療構想の実現に向けた取組を進めるための追加的留意事項について通知

○ 今後、各都道府県において第８次医療計画（2024 ～2029 年度）の策定作業が2023年度までかけて進められる際には、
各地域で記載事項追加（新興感染症等対応）等に向けた検討や病床の機能分化・連携に関する議論等を行っていただく
必要があるため、その作業と併せて、2022 年度及び 2023 年度において、地域医療構想に係る民間医療機関も含めた
各医療機関の対応方針の策定や検証・見直しを行う。
その際、各都道府県においては、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により病床の機能分化・連携等の重要

性が改めて認識されたことを十分に配慮する。

○ また、2024年度より医師の時間外労働の上限規制が適用され、2035年度末に暫定特例水準を解消することとされて
おり、各医療機関において上限規制を遵守しながら、同時に地域の医療提供体制の維持・確保を行うためには、医療機
関内の取組に加え、各構想区域における地域医療構想の実現に向けた病床機能の分化・連携の取組など、地域全体での
質が高く効率的で持続可能な医療提供体制の確保を図る取組を進めることが重要であることに十分留意する。
なお、地域医療構想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、各都道府県が、地域の実情を踏まえ、主

体的に取組を進めるものである。

１ 基本的な考え方
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「地域医療構想の進め方について」（令和4年3月24日付け厚生労働省医政局長通知）

○ 今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、地域医療構想調整会議の運営に当たっては、感染防止対策を
徹底するとともに、医療従事者等の負担に配慮する。

○ 年間の開催回数についても、必ずしも一律に年４回以上行うことを求めるものではないが、オンラインによる開催も
検討し、必要な協議が十分に行われるよう留意する。

○ また、感染防止対策の一環として会議の傍聴制限を行った場合には、会議資料や議事録等の公表について、とりわけ
速やかに行うよう努める。

３ 地域医療構想調整会議の運営

○ 「人口100万人以上の構想区域における公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等について」（令和３年７
月１日付け医政発0701第27号厚生労働省医政局長通知）２．（３）において、「公立・公的医療機関等の具体的対応
方針の再検証等、地域医療構想の実現に向けた今後の工程に関しては、新型コロナウイルス感染症への対応状況に配慮
しつつ、各地域において地域医療構想調整会議を主催する都道府県等とも協議を行いながら、厚生労働省において改め
て整理の上、お示しすることとしている。」としていたことについては、2022 年度及び 2023 年度において、公立・
公的・民間医療機関における対応方針の策定や検証・見直しを行うこととする。

○ このうち公立病院については、病院事業を設置する地方公共団体は、2021 年度末までに総務省において策定する予
定の「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」を踏まえ、病院ごとに「公立病
院経営強化プラン」を具体的対応方針として策定した上で、地域医療構想調整会議において協議する。

○ また、民間医療機関を含め、議論の活性化を図るため、必要に応じて以下の観点も参照するとともに、重点支援区域
の選定によるデータ分析等の技術的支援なども併せて活用し、議論を行う。

※ 民間医療機関を含めた議論の活性化を図るための観点の例
・ 高度急性期・急性期機能を担う病床…厚生労働省の診療実績の分析に含まれていない手術の一部（胆嚢摘出手術や

虫垂切除手術など）や内科的な診療実績（抗がん剤治療など）、地理的要因を踏まえた医療機関同士の距離
・ 回復期機能を担う病床…算定している入院料、公民の違いを踏まえた役割分担
・ 慢性期機能を担う病床…慢性期機能の継続の意向や介護保険施設等への転換の意向・状況

２ 具体的な取組



○ 第８次医療計画の策定に向けては、現在、第８次医療計画等に関する検討会や同検討会の下のワーキンググループ等
において「基本方針」や「医療計画作成指針」の見直しに関する議論を行っているが、この検討状況については適宜情
報提供していく。
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「地域医療構想の進め方について」（令和4年3月24日付け厚生労働省医政局長通知）

○ 検討状況については、定期的に公表を行う。具体的には、2022 年度においては、2022年９月末及び 2023 年３月
末時点における検討状況を別紙様式に記入し、厚生労働省に報告するとともに、各都道府県においてはその報告内容を
基にホームページ等で公表する。

○ なお、各都道府県ごとの検討状況については、今後、地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ等
に報告することを予定している。また、様式に定める事項以外にも厚生労働省において、随時状況の把握を行う可能性
がある。

○ 重点支援区域については、都道府県からの申請を踏まえ、厚生労働省において選定しているが、今後、全ての都道府
県に対して申請の意向を聞くことを予定している。

４ 検討状況の公表等

５ 重点支援区域

６ その他



重点支援区域の概要
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厚生労働省公表資料
北海道において一部修正

【優先して選定する事例】
以下の事例を有する区域については、再編統合を進める上で論点が多岐

に渡ることが想定されるため、優先して「重点支援区域」に選定する
なお、再検証対象医療機関が含まれる再編統合事例かどうかは、選定の

優先順位に影響しない。
①複数設置主体による再編統合を検討する事例
②できる限り多数（少なくとも関係病院の総病床数10％以上）の病床数
を削減する統廃合を検討する事例

③異なる大学病院等から医師派遣を受けている医療機関の再編統合を検
討する事例

④人口規模や関係者の多さ等から、より困難が予想される事例

経済財政運営と改革の基本方針2019（令和元年6月21日閣議決定）において、地域医療構想の実現に向け、全ての公立・公的医療機関等に係る具体的対
応方針について診療実績データの分析を行い、具体的対応方針の内容が民間医療機関では担えない機能に重点化され、2025年において達成すべき医療機能
の再編、病床数等の適正化に沿ったものとなるよう、重点支援区域の設定を通じて国による助言や集中的な支援を行うこととされた。

 都道府県は、当該区域の地域医療構想調整会議において、重点支援区域申請を行う旨合意を得た上で、「重点支援区域」に申請を行うものとする。
 「重点支援区域」は、都道府県からの申請を踏まえ（随時募集）、厚生労働省において選定する。なお、選定は複数回行うこととする。
 重点支援区域の申請または選定自体が、再編統合の方向性を決めるものではなく、また、重点支援区域に選定された後も医療機能再編等の結論につい
ては、あくまでも地域医療構想調整会議の自主的な議論によるものであることに留意が必要。

 「重点支援区域」における事例としての対象は、「複数医療機関の
再編統合事例」とし、以下①②の事例も対象となり得る。
①再検証対象医療機関が対象となっていない再編統合事例
②複数区域にまたがる再編統合事例

 重点支援区域は、当面の間、随時募集する。

【技術的支援】※
・地域の医療提供体制や再編統合を検討する医療機関に関するデー
タ分析、関係者との意見調整の場の開催等

【財政的支援】
・地域医療介護総合確保基金の令和２年度配分における優先配分、
新たな病床ダウンサイジング支援を一層手厚く実施

※今般の新型コロナへの対応を踏まえ、地域における今後の感染症対応を
見据えた医療提供体制の構築に向けた検討に資するよう、国の検討会等にお
ける議論の状況について情報提供を行う。

背景

基本的な考え方

選定対象 支援内容

第１回(R２年１月) 宮城県（仙南、石巻・登米・気仙沼）
滋賀県（湖北） 山口（柳井、萩）

第２回(R２年８月）北海道（南空知、南檜山） 岡山県（県南東部）
新潟県（県央） 佐賀県（中部）
兵庫県（阪神） 熊本県（天草）

第３回(R３年１月）山形県（置賜） 岐阜県（東濃）
第４回(R３年12月) 新潟県（上越、佐渡） 広島県（尾三）
第５回(R４年４月) 山口県（下関）

選定区域（12道県18区域）
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